
   
平成３０年１０月１２日 

四国地方整備局 
松山河川国道事務所 

国道３３号（三坂
み さ か

道路）夜間全面通行止のお知らせ 
～安全・安心してご利用頂くために道路施設の点検、維持作業、補修工事を行います～ 

国道３３号（三坂
み さ か

道路）において、皆様に安全・安心に道路を利用して頂く

ことを目的に、道路施設の点検、維持作業、補修工事を「夜間全面通行止」

にて実施します。 

  皆様には、大変ご不便・ご迷惑をおかけしますが、ご理解・ご協力の程よろしくお願

い致します。 

 

 ■路 線 名：国道３３号（三坂道路） 

 

■規制区間：愛媛県 上浮穴郡
かみうけなぐん

久万
く ま

高原町
こうげんちょう

東明神
ひがしみょうじん

～愛媛県松山市 久谷町
く た に ま ち

大久保
お お く ぼ

 

   

 ■規制日時：平成 30年 11月 5日（月）夜～ 11月 10日（土）朝(5日間連続:夜間のみ) 

11月 12日（月）夜～ 11月 17日（土）朝(5日間連続:夜間のみ） 

      【予備日：平成 30年 11月 19日（月）夜～11月 22日（木）朝】 

       各日 21：00～翌朝 6：00 

 

 ■規制内容：夜間全面通行止(迂回路あり) 

 ※作業終了次第、規制解除を行います。 

        悪天候及び災害発生時には、作業を中止します。 
 
 ■迂回路 ：国道 440号（旧国道 33号）をご利用ください。 

       ※一部で片側交互通行規制を行っており、車幅 3.5mを超える車両は 

通行できません。  

本施策は、四国圏広域地方計画の広域プロジェクト［Ｎｏ．１ 南海トラフ地震を始めとする

大規模自然災害等への「支国」防災力向上プロジェクト］に該当します。 

問い合わせ先：四国地方整備局 松山河川国道事務所  電話：０８９－９７２－００３４（代表） 

副所長（道路）   ：  森本
もりもと

 英二
え い じ

（内線：２０５） 

         道路管理第二課長 ： 大谷
おおたに

 昭人
あきひと

（内線：４４１） 

       松山第一国道維持出張所  電話：０８９－９５６－０３２６（代表） 

       ◎ 出張所長       ： 藤本
ふじもと

 和巳
か ず み

（内線：６４２１） 

◎：主な問い合わせ先                   

 






